
 

 

 

■ 概要 

園内での安全な医療的ケアを実施するため、医師からの「医療的ケア指示書」の取扱

いについて、以下のとおり見直しを行うものです。 

 

■ 変更・追加内容 

（医療的ケア児受入れガイドライン）※資料３－２参照 

ペ
ー
ジ 

変更・追加箇所 内容 

P3 

３．申込みから入所まで 

（５）入所申込書・医師指示書提出 

 

※指示書の指示期間は１年以内の期間で記載を依頼し

てください。（指示期間がないものは発行日から１年と

します。）指示期間をご確認の上、有効期間が切れるこ

とのないよう、早めに更新手続きをお願いいたします。

なお、期間内の提出が間に合わない場合は、その間保護

者によるケアをお願いいたします。 

P9 

８．指示書の指示期間について 

 

 

提出された指示書の指示期間が終了しても、指示期間が

更新された指示書の提出がない場合は、更新された指示

書の提出があるまでは、保護者によるケアをお願いいた

します。指示期間をご確認の上、有効期間が切れること

のないよう、早めの更新手続きをしてください。 安全

にケアを実施するためにご協力をお願いいたします。 

 

 

（様式）※資料３－３参照 

様 

 

式 

 

変更・追加箇所 

 

内容 

１ 

【医療的ケアを必要とする児童に

関する同意書】 

第１５項・１６項 

第１５項 

指示書の指示期間終了後、指示期間が更新された

指示書の提出がない場合は、更新された指示書の

提出ができるまでは、保護者によるケアを行いま

す。 

第１６項 

上記 1～1５のほか、保育所等との間で取り決めた

事項を順守します。 

 

■ 施行時期 令和7年8月1日から適用 

子ども・子育て会議 
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医療的ケア児の保育所等受入れガイドラインの見直しについて（案） 


